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資格確認書年次・随時更新用封筒及び小冊子作成業務 仕様書 

 

１ 資格確認書年次・随時更新用封筒について 

 

⑴記載内容及び作成枚数 

① 記載内容……別添１「年次、随時更新用封筒 記載内容」のとおり。機構改革等により多少変

更する場合があります。 

（40市町村別・年次 47通り、随時 41通り） 

② 作成枚数……別紙 「作成枚数及び納品部数一覧」のとおり。 

（40市町村別・合計 281,300枚） 

 

⑵封筒の仕様 

 ① 大きさは、定形サイズで洋形０号（縦 120㎜、横 235㎜）横型とする。 

 ② 窓付き封筒とし、窓枠のサイズは縦 50㎜、横 100㎜とする。 

 ③ 宛名用窓位置は、封筒の左上を基点に 25㎜×20㎜の位置とする。 

 ④ 紙質は、片艶 80ｇ、地紋入（内カマス貼）とし、中身が透けて見えないものとする。 

 ⑤ 表面１色刷（黒）とする。 

 ⑥ 機械による封入封緘に適したものとする。 

 ⑦ 水ノリ及びアラビアノリ付とする。 

⑧ 40市町村別に自治体名の記載された封筒を作成することとし、指定された数量を梱包して仕分

けすることとする。 

 

⑶レイアウト 

 

 

 

 

 

          25㎜ 

 

  20㎜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷納品場所 

  年次更新用封筒  広域連合が指定する場所（242,350部） 

随時更新用封筒  別紙「作成枚数及び納品部数一覧」による（38,950部） 

 

 ⑸納品期限 

  令和８年６月５日（金） 

 

窓部分 
「料金後納」又は
「料金別納」等を印

字する 

〈問い合わせ先〉 

○○○市役所 ○○○○○課 

電話番号 ○○○－○○○－○○○○ 

ＦＡＸ番号○○○－○○○－○○○○ 

封筒サイズ（洋形０号） 

縦 120㎜ 横 235㎜ 

○○○○○ 

「郵便区内特別」、
「簡易書留」、「特定

記録」等を印字する 

市町村名を明確に記載する 

（自治体名、担当課名、電話番号、ＦＡＸ番号
を記載する） 

100㎜ 

50㎜ 

40㎜程度 

80㎜程度 
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２ 後期高齢者医療制度のごあんない小冊子について 

 

 

⑴作成部数 

  276,000部（年次更新用 243,000部、随時交付用 33,000部） 

 

 

⑵小冊子の仕様 

判  型 182㎜×100㎜ 

ページ数 表紙本文共 28ページ（中とじ） 

紙  質 上質紙 45ｋｇ 

印  刷 オフセット印刷（４色印刷） 

内容項目 

①内容については、別添２「令和７年度小冊子」を基に委託者よりデータ提

供を行う。 

②内容項目の趣旨を損なうことなく、イラスト又は図解等を用いて高齢者に

わかりやすいものとすること。 

校  正 ５回（うち色校正１回）までとする。 

 

 

⑶納品場所 

  年次更新用  広域連合が指定する場所（243,000部） 

随時交付用  別紙「作成枚数及び納品部数一覧」による（33,000部） 

 

⑷納品期限 

  令和８年６月５日（金） 
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３ その他 

 

① 本業務は、帳票類印刷から成果品を納品するまでを一式一括して発注するものとする。 

 

② 成果品の納品に伴う費用は、受注者が負担するものとする。 

 

③ 受注者は、本仕様書の内容及び本仕様書に明示のない項目について疑義があるときは、広域連合

と協議の上、業務を遂行するものとする。 

 

④ 製品作成について特許等がある場合は、受注者がその責任を負うものとする。 

 

⑤ 納品期限より前にテスト品の納品を必要とし、不備があった場合は合格までテストを行うものと

する。なお、これに伴う費用は受注者が負担するものとする。 

 

⑥ 請求は各々の業務で行うものとし、請求書に単価を記載することとする。 

 

⑦ 被保険者交付用小冊子は、完成品をＰＤＦファイルで広域連合へ提出するものとする。 

 





市町村名 郵便番号 住　　所 担当課
小冊子

納品部数
随時封筒
納品部数

年次封筒
納品部数

備考

青森市 〒030-0801 青森市新町一丁目３－７　駅前庁舎 国保医療年金課 6500 12,000 48,000

26,600 区内

4,000 5,000

4,000 25,500 区内

14,500

600 4,600 特定記録

1,800

1,100 9,500 特定記録

500 2,700

9,500 区内

1,300 2,200

三沢市 〒033-8666 三沢市桜町一丁目１番地３８号 国保年金課 700 800 6,000

むつ市 〒035-8686 むつ市中央一丁目８番１号 国保年金課 1500 300 10,100

つがる市 〒038-3192 つがる市木造若緑６１－１ 国保年金課 600 700 6,900

5,900 区内

1,000 100

平内町 〒039-3393 東津軽郡平内町大字小湊字小湊６３ 健康増進課 360 300 2,500

今別町 〒030-1502 東津軽郡今別町大字今別字今別１６７ 町民福祉課 200 100 850

蓬田村 〒030-1212 東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干１２６番地１ 住民課 100 200 650

外ヶ浜町 〒030-1393 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋４４－２ 住民課 200 300 1,700

鯵ヶ沢町 〒038-2792 西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸３２１番地 ほけん福祉課 400 400 3,000 簡易書留

深浦町 〒038-2324 西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 福祉課 300 300 2,400 特定記録

西目屋村 〒036-1492 中津軽郡西目屋村大字田代字神田５７ 住民課 100 100 350

藤崎町 〒038-3803 南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１番地 住民課 400 600 2,800

2,400 特定記録

500

田舎館村 〒038-1113 南津軽郡田舎館村大字田舎館字中辻１２３－１ 住民課 100 200 1,600

板柳町 〒038-3692 北津軽郡板柳町大字板柳字土井２３９－３ 健康推進課 500 500 2,900 特定記録

鶴田町 〒038-3595 北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬２００番地１ 子ども健康課 500 700 2,700 簡易書留

中泊町 〒037-0392 北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂２０９番地 町民課 450 500 3,000

野辺地町 〒039-3131 上北郡野辺地町字野辺地１２３－１ 町民課 600 1,400 3,000

七戸町 〒039-2792 上北郡七戸町字森ノ上１３１－４ 町民課 500 600 3,600

六戸町 〒039-2392 上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地６０ 町民課 400 400 2,050

横浜町 〒039-4145 上北郡横浜町字寺下３５番地 町民課 200 200 1,050

東北町 〒039-2492 上北郡東北町上北南四丁目３２－４８４ 町民課 500 600 3,700

六ヶ所村 〒039-3212 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附４７５ 健康課 200 500 1,400 簡易書留

おいらせ町 〒039-2192 上北郡おいらせ町中下田１３５－２ 健康保険課 500 1,000 3,650

大間町 〒039-4601 下北郡大間町大字大間字奥戸下道２０番地４ 健康づくり推進課 200 850 850

東通村 〒039-4292 下北郡東通村大字砂子又字沢内５番地３４ 税務課 150 100 1,300

風間浦村 〒039-4502 下北郡風間浦村大字易国間字大川目２８－５ 税務国保課 50 100 500

佐井村 〒039-4711 下北郡佐井村大字佐井字糠森２０ 住民生活課 70 100 500

三戸町 〒039-0198 三戸郡三戸町大字在府小路町４３ 健康長寿課 350 250 2,400

五戸町 〒039-1513 三戸郡五戸町字古舘２１番地１ 住民課 480 600 4,000

田子町 〒039-0292 三戸郡田子町大字田子字天神堂平８１ 住民課 200 250 1,500

南部町 〒039-0595 三戸郡南部町大字下名久井字白山９１－１ 健康こども課 600 600 4,050

階上町 〒039-1201 三戸郡階上町大字道仏字天当平１－８７ すこやか健康課 400 300 2,300

新郷村 〒039-1801 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前１０ 住民課 100 100 750

広域連合 〒030-0801 青森市新町二丁目４番１号 青森県共同ビル１階 業務課 1290 0 0

33000 38,950 242,350

4300

600

1500

600

大鰐町 〒038-0211 南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館５－３ 住民生活課 400

1600

平川市 〒036-0104 平川市柏木町藤山２５－６ 税務課

十和田市 〒034-8615 十和田市西十二番町６番１号 国保年金課

八戸市 〒031-8686 八戸市内丸一丁目１－１ 国保年金課

黒石市 〒036-0396 黒石市大字市ノ町２番地１ 国保年金課

五所川原市 〒037-8686 五所川原市字布屋町４１番地１ 国保年金課

【別紙】

R8年度　小冊子及び年次、随時更新用封筒　市町村納品先、部数及び作成枚数一覧

弘前市 〒036-8551 弘前市大字上白銀町１－１ 国保年金課 4300
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障がいの程度（認定の基準）

対象者

●国民年金法等障害年金 １級２級
●精神障害者保健福祉手帳 １級２級
●療育（愛護）手帳 A（重度）
●身体障害者手帳 １～３級、４級の一部
※「４級の一部」で該当する障がい
① 音声、言語機能の著しい障がい
② 両下肢のすべての指を欠く
③ 一下肢の下腿1/2以上を欠く
④ 一下肢の機能の著しい障がい

※ 障害認定で加入された方は、75歳に到達するまでは、障害
認定申請の撤回をし、別の健康保険に移行することができ
ます。なお、申請の撤回の意思表示は、将来に向かっての
み効力を有するため遡っての適用はできません。

申請に必要なもの

国民年金証書 または 各種手帳
●精神障害者保健福祉手帳　●療育（愛護）手帳
●身体障害者手帳　等
65歳～74歳までの加入者で、障がいの程度が上記以外
に変更になった場合は、市町村窓口で脱退の手続きが必
要です。

１

※ 公的扶助を受けられている方、又は保険適用除外
者の方は対象外です。対象者

75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します（手続きの必要はありません）

65歳～74歳で一定の障がいのある方
認定を受けた日から加入します

1

医療機関等にかかるとき

医療機関等にかかるときは、次のいずれかの方法
で受診してください。
※ なお、マイナンバーカードと保険証が一体化されたこ
とに伴い、令和６年12月２日から被保険者証の交付
を終了しています。

「マイナ保険証」とは、保険証として利用登録し
たマイナンバーカードのことをいいます。
マイナ保険証を利用する場合、事前に申し込みが
必要です。３つの申し込み方法があります。

●マイナポータルでの利用申し込み
●医療機関・薬局での利用申し込み
●セブン銀行での利用申し込み

マイナンバーカードが
ない場合や持っていて
も保険証として利用登
録していない場合は、
「資格確認書」が交付
されます。原則、申請
は不要で、有効期限は
１年間です。
※ マイナ保険証を基本とする仕組み
に円滑に移行する観点から、デジ
タルとアナログの併用期間を確保
するための暫定運用として、令和
８年８月の年次更新までの間、被
保険者の皆様に資格確認書を交付
しています。

2

マイナ保険証を利用する

資格確認書を提示する

2

医療機関等での窓口負担割合は、
現役並み所得世帯の方は３割、
それ以外の方は１割 又は２割※となります。

●窓口負担割合は、世帯の所得と収入の水準で判定します。
● 医療機関等での窓口負担（食事代等は除く）は、医療機関ごとにそれ
ぞれ１か月ごとの上限額までのお支払いとなります。（詳しくは14ペー
ジの表をご覧ください。）
●同じ月の外来と入院は別々に請求されます。
● 過去にさかのぼって所得更正があり、負担割合が変更になった場合、
窓口負担割合の差額を広域連合から請求することがあります。
● ご家族の方のお引越しなどで世帯構成が変わると、窓口負担割合が
変わることがあります。

●令和７年８月から

負担割合区分 対　象　者

３割

現役並み
所 得 Ⅲ 住民税課税所得690万円以上

現役並み
所 得 Ⅱ 住民税課税所得380万円以上

現役並み
所 得 Ⅰ

住民税課税所得145万円以上
世帯の高齢者の収入が一定額以上
詳しくは次のページをご覧ください

２割 一 般 Ⅱ 住民税課税所得28万円以上※

１割

一 般 Ⅰ 現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにも一般Ⅱにも
低所得Ⅰ・Ⅱにも当てはまらない方

低所得Ⅱ 住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方など

低所得Ⅰ
住民税非課税世帯で
① 世帯全員の所得がない。
（公的年金控除額を80.67万円として計算）
②老齢福祉年金受給者等

※ 世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が28万円以上、かつ「年金収入＋その他の
合計所得金額」が200万円以上（単身世帯の場合。複数世帯の場合は、世帯内の後
期高齢者の「年金収入＋その他の合計所得金額」の合計が320万円以上）の対象者
● その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除
等を差し引いた後の金額のことです。

医療費の負担割合3

3

（別添２）



はい いいえ

いない

はい

はい

いいえ

３割負担

いいえ

３割負担

同じ世帯に後期高齢者医療制度の加入者で住民税課税
所得金額が145万円以上の方がいますか？

１人 ２人以上

同じ世帯に70～74歳
の方はいますか？

市町村窓口に
申請が必要

市町村窓口に
申請が必要

市町村窓口に
申請が必要

１割又は２割負担

はい いいえ
１割又は２割負担 ３割負担

１割又は２割負担 いる ３割負担

加入者本人の
前年の収入額は

383万円未満ですか？

加入者本人と70～74歳の
方全員の前年収入額の合計
は、520万円未満ですか？

同じ世帯の加入者全員の
前年の収入額の合計は
520万円未満ですか？

１割又は２割負担

同じ世帯に後期高齢者医療制度の加入者が何人いますか？

ただし、145万円以上の方がいるとしても、同じ世帯に昭和20
年１月２日以降生まれの被保険者がいる場合、同世帯の被保険
者全員の賦課のもととなる所得金額（旧ただし書き所得）の合
計額が210万円以下であれば、１割又は２割負担となります。ま
た、負担割合が３割と判定された方でも、申請により１割又は２
割となる場合があります。対象者の判定は以下のとおりです。

●「住民税課税所得金額」とは、住民税
を計算するための金額で、お住まい
の市町村から６月頃に送付される
住民税の納税通知書に記載されて
います。確定申告書では確認できま
せんのでご注意ください。

●「旧ただし書き所得」とは、前年の
総所得金額から基礎控除額43万円
（合計所得2,400万円以下の場合）
を控除した額です。

●「収入額」とは、所得を算定するため
の必要経費や住民税を算定するた
めの各種控除を差し引く前の金額
です。確定申告したものはすべて含
まれます。（ただし退職所得は除き
ます。）

負担割合の判定

4

医療機関に入院した場合、医療費
とは別に食事代を支払う必要があり
ます。食事代は、下表のようになり
ます。

●令和７年４月入院分から

負担
割合 区　分 食事代

３割

現役並み所得Ⅲ

510円 ※１

現役並み所得Ⅱ

現役並み所得Ⅰ

２割 一　　般　　Ⅱ

１割

一　　般　　Ⅰ

低所得Ⅱ

過去１年以内の
入院日数が90日以下 240円
過去１年以内の
入院日数が90日超え 190円 ※２

（当広域連合及び当広域連合へ異動する前の保険者
において低所得Ⅱのの認定を受けている期間が対象
となります。）

低　所　得　Ⅰ 110円
※１ 　 指定難病の方は、300円になります。

 精神病床に平成27年４月１日以前から継続して入院している方は
260円になります。

※２  適用を受けるためには市町村窓口での申請が必要です。申請には
入院日数が90日を超えていることが確認できるもの（領収書等）
が必要です。

入院した場合の食事代

5

医療費の負担割合

療養病床に入院した場合、医療費とは別に食事代
と居住費（部屋代）を支払う必要があります。
（ 境界層に該当する方は、福祉事務所長が交付する証明書が必
要です。）

●令和７年４月入院分から
医療の必要性の低い方
区　　分 食事代（１食につき） 居住費（１日につき）

現役並み所得Ⅲ

510円
（一部470円） 370円

現役並み所得Ⅱ

現役並み所得Ⅰ

一　 般　 Ⅱ

一　 般　 Ⅰ

低 所 得 Ⅱ 240円 370円
低 所 得 Ⅰ 140円 370円
老齢福祉年金受給者
・境界層該当者 110円 ０円

医療の必要性の高い方
区　　分 食事代（１食につき） 居住費（１日につき）

現役並み所得Ⅲ

510円
（一部470円） 370円

現役並み所得Ⅱ
現役並み所得Ⅰ
一　 般　 Ⅱ
一　 般　 Ⅰ

低 所 得 Ⅱ 240円
（90日超で190円） 370円

低 所 得 Ⅰ 110円 370円
老齢福祉年金受給者
・境界層該当者 110円 ０円

療養病床への入院（入院時生活療養費）

6

厚生労働大臣が指定する特定疾病の治療を受け
た場合、１か月あたりの窓口負担額が医療機関ごと
に10,000円までとなります。特定疾病に該当にな
る場合は、事前に市町村窓口に申請し、治療を受け
るときに「特定疾病療養受療証」、「マイナ保険証」、
「特定疾病区分を併記した資格確認書」のいずれか
を医療機関へ提示してください。
※ 特定疾病の限度額適用は加入する医療制度ごとに申請が必要
です。後期高齢者医療制度加入前に申請された特定疾病の限
度額適用は無効になりますのでご注意ください。

印

●人工腎臓（人工透析）を実施している慢性腎不全
●血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子
障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
●抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
（HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者にかかる
ものに限る。)

特定疾病の治療を受けるとき

対象となる疾病

7
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後期高齢者医療制度の保険料

所得とは？
確定申告書の所得金額(注)の合計（分離課税のある方は

合算）になりますが、年金のみの場合は下表で算出され
た金額が所得になります。
（注）   確定申告をした株式等譲渡所得や配当所得等を含みます。（源

泉徴収を選択している特定口座内の株式等譲渡所得及び上場
株式等の配当所得は、確定申告をしなかった場合は保険料の
算定対象に含みません。）

※年間保険料は80万円が上限です。
４月～翌年３月までが１年間の保険料となります。年度
途中から加入した方は、月割りで計算されます。

年間保険料 ÷ 12か月 × 加入月
例   11月に誕生日を迎えられた場合は、11月～３月まで加入
することになりますので、年間保険料÷12か月×５になり
ます。

＋ ＝年間保険料
 （100円未満は切り捨て）

均等割額所得割額

所得割額
｛令和6年中の所得－43万円｝

×9.90%（所得割率）

均等割額
（加入者全員が負担）

46,800円

公的年金等に係る雑所得の計算方法（65歳以上の方）
年金収入を所得金額に表す場合の計算方法です。
（合計所得金額1,000万円以下の場合）

公的年金等収入額 公的年金等控除額

～330万円未満
110万円
（ 収入が110万円以下の場合は所得金額が
０円になります。）

330万円～410万円未満 公的年金収入額×0.25＋27.5万円
410万円～770万円未満 公的年金収入額×0.15＋68.5万円
770万円～1,000万円未満 公的年金収入額×0.05＋145.5万円
1,000万円～ 195.5万円

4 保険料
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均等割額の軽減
世帯の所得額の合計

令和７年度
軽減割合

43万円＋10万円
×（※年金・給与所得者等の数－１）以下の世帯 ７割

43万円＋（30.5万円×被保険者数）＋10万円
×（※年金・給与所得者等の数－１）以下の世帯 ５割

43万円＋（56万円×被保険者数）＋10万円
×（※年金・給与所得者等の数－１）以下の世帯 ２割

※ 年金・給与所得者等数（年金・給与所得者等が２人以上いる世帯に適用）
 一定の公的年金等の支給を受ける者
 （65歳未満）公的年金等収入金額が 60万円を超える者
 （65歳以上）公的年金等収入金額が125万円を超える者
一定の給与所得者要件…給与等収入金額が55万円を超える者

軽減判定の注意事項
① 均等割額の軽減は、同一世帯内の加入者全員及び世帯主の所得金額の
合計額で判定されます。
②判定対象者に未申告者がいる場合は判定できませんので、軽減されません。
③ 軽減判定の基準日は毎年４月１日です。年度途中で資格を取得した場
合は資格取得日になります。（県内市町村間での転入・転出があった場
合、軽減判定の変更は行いません。）
④ 均等割額軽減判定時の年金所得金額計算方法は年金所得金額―高齢者
特別控除額（15万円）＝軽減判定時の年金所得金額
⑤ 専従者給与を支払っている場合は、支払っている金額も判定の対象となり
ます。（専従者給与を受け取っている場合は、判定の対象となりません。）

⑥ 譲渡所得に特別控除がある場合は、所得割額計算の際は特別控除後に
なりますが、軽減判定の際は特別控除前の金額で判定されます。
⑦繰越純損失額は、所得割額、均等割額共に軽減判定の控除対象になります。
⑧繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定のみ控除対象となります。

扶養家族だった方への特別措置
制度加入直前まで被用者保険（会社員等の被雇用者が加入する健
康保険）の被扶養者であった方には、急な負担増を和らげるために、
次の特別措置があります。
①所得割額の負担はありません
②均等割額の軽減
ただし、世帯の所得が低い方は、さらに高い割合での均等割の

軽減（７割軽減）が受けられます。
保険料額決定通知書が届いた際、軽減されていない場合は市町

村窓口に申出ください。
※国民健康保険から移行した方は対象になりません。

保険料の軽減措置

資格取得後２年間は５割軽減
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均等割額は
５割軽減

所得割額 均等割額 合　計 保険料額
夫 26,730 23,400 50,130 50,100
妻 0 23,400 23,400 23,400

単位：円

均等割額は
軽減なし

夫78歳
収入 180万円
所得　70万円

夫78歳
収入 180万円
所得　70万円

妻76歳
収入 80万円
所得　　0円

妻76歳
収入 80万円
所得　　0円

所得割額 均等割額 合　計 保険料額
夫 26,730 46,800 73,530 73,500
妻 0 46,800 46,800 46,800

単位：円

子ども
所得 200万円

こどもが世帯主の世帯

２人世帯例１

例２

世帯主

世帯主

保 険 料
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夫 78歳 世帯主 公的年金収入 180万円
妻 76歳 公的年金収入 80万円 の場合

所得割額
①年金所得金額を求めます。
夫　180万円 － 110万円 ＝ 70万円
妻　  80万円 － 110万円 ＝　  ０円

②所得割額を計算します。
夫（70万円 － 43万円）× 9.90% ＝ 26,730円（所得割額）
妻（0円 － 43万円）× 9.90％ ＝ ０円（所得割額）

均等割額
③均等割額の軽減判定の所得金額を計算します。
年金所得金額 － 高齢者特別控除額 ＝ 軽減判定時の年金所得金額
夫　70万円 － 15万円 ＝ 55万円
妻 ０円 － 15万円 ＝　   0円

軽減判定時の所得金額　55万円 ＋０円 ＝ 55万円（世帯合計）
43万円 ＋（30.5万円×2人）＝104万円 ＞ 55万円
５割軽減に該当するので 23,400円

年間保険料
所得割額 均等割額

夫 26,730円 + 23,400円 ＝ 50,100円
所得割額 均等割額

妻 ０円　 ＋ 23,400円 ＝ 23,400円

令和７年度の保険料額は
夫　50,100円
妻 23,400円

（100円未満切り捨て）

保険料の計算例 Ｐ10の例１の場合
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年額18万円以上

年金額の1/2を
超えない方

年金額の1/2を
超える方

年額18万円未満

年金支給ごとに天引きさ
れます。
加入当初は納付書で納め
ていただきます。

年金からの天引きが原則ですが、新たに加入した方や住所に
異動があった方、保険料が変更になった方は、一時的に普通
徴収になります。

口座振替または納付書で納め
ていただきます。
忘れずに納めましょう。

対象となる年金受給額

特別徴収について

介護保険料と合わせた保険料額

特別徴収 普通徴収

保 険 料

保険料の納め方は以下のようになります。

普通徴収の対象となる方の例 年金からの天引きの停止

①「特別徴収の対象となる年金」を複数受給している方で、
特別徴収の優先順位が高い年金の年間受給額が少ない場合

②転入・転出など住所変更があった場合
③所得の更正があり保険料が減額された場合
④年金の現況届の未提出や提出が遅れた場合

保険料の納め方
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保険料の納付が困難になったら…
市町村窓口にご相談ください。

事情をお伺いして対応いたします。

一定の期間滞納があると
督促及び催告を行う場合があり、
延滞金の加算や財産の差押え等を
受ける場合があります。

さらに特別な理由がないまま滞納が長引くと
医療機関の窓口で医療費を全額負担になるととも
に、その医療給付の全部又は一部の支払いが一時
差し止めになる場合があります。

普通徴収の方は口座振替を利用しましょう
納付書で納めている方には、納め忘れがなく納

めに出向く手間も省ける口座振替をお勧めします。
通帳と届出印をお持ちになり、市町村の担当窓口
または金融機関でお申し込みください。
また、国民健康保険税（料）を口座振替で納めてい

た方が引続き口座振替を希望する場合も、改めての
手続きが必要です。

特別徴収の方でも希望すれば口座振替での納付に
変更できます
事前に市町村窓口にお問い合わせください。
●年金からの天引きが止まるまで２～４か月程度
かかります。

●税申告の際の「社会保険料控除」は支払った方
（口座名義人）が受けられます。

13

１．高額療養費制度
１か月の医療機関等での窓口負担の合計額が

「１か月ごとの上限額（下表）」を超えた場合、
超えた金額が支給されます。入院を含む場合は、
世帯内の加入者の自己負担額を合計します。

●令和４年10月診療分から

窓口
負担 所得区分

1か月ごとの上限額 ※１
外来

（個人ごと）
外来＋入院

（世帯単位）※２

３
割

現役並み所得Ⅲ
 （ 課税所得 
690万円以上）

252,600円＋
（医療費の総額－842,000円）×1%

〈多数回140,100円〉※３

現役並み所得Ⅱ
 （ 課税所得 
380万円以上)

167,400円＋
（医療費の総額－558,000円）×1%

〈多数回93,000円〉※３

現役並み所得Ⅰ
 （ 課税所得 
145万円以上）

80,100円＋
（医療費の総額－267,000円）×1%

〈多数回44,400円〉※３

２
割 一 般 Ⅱ

18,000円または（6,000円＋
（医療費の総額ー 30,000円）
×10％）の低い方を適用※4
［年間の上限 144,000円］※5

57,600円
〈多数回44,400円〉

※3

１
割

一 般 Ⅰ
18,000円

［ 年間の上限 
144,000円]※5

57,600円
〈多数回44,400円〉※3

低所得Ⅱ
8,000円

24,600円

低所得Ⅰ 15,000円

※１　 月途中で75歳に到達した方の誕生月分の上限額は1/2の額
（障害認定で加入している方を除く）になります。

※２　医療費には食事代、差額ベッド代等は含みません。
※３　 〈　〉内は過去12か月以内に外来＋入院の自己負担限度額が

３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」の該当
となり上限額が下がります。ただし、保険者が変わった場合、
回数は通算されません。

※４　 ２割負担の配慮措置制度は、令和７年９月30日までとなります。
 令和７年10月１日からの外来診療の自己負担限度額は、
18,000円となります。

5 医療費が高額になったとき
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※５　 一般区分については、７月31日を基準日として、１年間（８月
～翌年７月）の外来の自己負担額の合計額が、年間144,000円
となります。

外来年間合算
年間を通して外来特例に該当するような長期療養を受けて

いる方の負担が増えないように配慮し、基準日時点で一般区
分又は低所得区分である被保険者の外来療養に係る額が年間
144,000円を超える場合に、その超える分が高額療養費とし
て支給されます。

手続きについて
申請が必要な方には、広域連合から「高額療養費の

支給申請のお知らせ」が届きます。市町村窓口で一度申
請していただくと、申請後の診療分については、診療を
受けた日から、通常４か月後に指定の口座に振込となり
ます。
届出の振込口座に変更があった場合は、市町村窓口で

の変更手続きが必要です。
（口座情報に誤りがある場合は振込が遅くなります。）

申請時に必要なもの
①支給申請のお知らせ
②マイナ保険証又は資格確認書
③加入者の通帳（振込口座を確認できるもの）
④個人番号（マイナンバー）が確認できる書類
⑤本人確認ができる身元確認書類
⑥加入者の印鑑（申請者と受領者が異なる場合）※認印可
※ 代理人の口座に振込む場合は委任状が必要です。代理人の
印鑑（認印可）及び代理人の通帳もご用意ください。

支給について
申請期限内に申請いただきますと、翌月に振込となり

ます。（期限内に申請がない場合は振込が遅くなります。）
振込が決定した際は「決定通知書」を送付します。

15

（別添２）



２．高額介護合算療養費制度
同一世帯に属する加入者が８月１日から翌年

７月31日までに支払った医療費の自己負担額と
介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超え
る場合、申請により超えた金額が支給されます。
（自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。）

●平成30年８月診療分から

所得区分（課税所得） １年ごとの限度額
後期高齢者医療＋介護保険

現役並み所得Ⅲ（690万円以上） 212万円
現役並み所得Ⅱ（380万円以上） 141万円
現役並み所得Ⅰ（145万円以上） 67万円
一般Ⅰ・一般Ⅱ 56万円
低　所　得　Ⅱ 31万円
低　所　得　Ⅰ 19万円
※ 所得区分が低所得Ⅰで、かつ介護サービス利用者が複数いる場合、介
護保険分支給額を決定する際の限度額は31万円となります。

手続きについて
申請が必要な方には、広域連合から「高額介護合算療

養費の支給申請のお知らせ」が届きますので、市町村窓
口へ申請してください。申請は毎年必要です。

申請時に必要なもの
① P16の［申請時に必要なもの］①～⑥に加え、介護保
険被保険者証もご持参ください。

② 介護保険の自己負担額証明書が必要な場合がありま
す。該当する市町村窓口（介護保険者）に別途申請し
てください。

支給について
通常、申請した月の２～３か月後に振込となります。

（重度心身障がい者医療等対象者を除きます。）

医療費が高額になったとき
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１．接骨院・整骨院にかかるとき
柔道整復師による施術は、医療保険の対象と

なる場合と対象外の場合があります。同じ負傷
で、医師による治療と柔道整復師による施術を
重複して受けた場合には、柔道整復師の施術は
保険の対象にならない場合があります。単なる
疲労や肩こりなどの場合も対象外で全額自己負
担となります。

医療保険の対象となる場合

●打撲　●ねんざ　●挫傷（肉離れなど）
●骨折、脱臼（緊急時以外は医師の同意が必要）

２．はり・きゅう、あんま・マッサージを受けるとき
はり・きゅう、あんま・マッサージ等の施術

を 医療保険で受けるときには、医師の同意書が
必要です。具体的には次の病気や症状が対象と
なります。

はり・きゅうの場合

●神経痛　●リウマチ　●腰痛症　●五十肩 など

あんま・マッサージの場合

●関節拘縮　●筋麻痺 など

※ マッサージは原則として、病名ではな
く症状に対する施術となります。関節
が硬くて動きが悪かったり、筋肉が麻
痺して自由に動けないなどの症状が医
療保険の対象となります。

領収書は「医療費控除」を受ける際に必要ですので、
必ず発行してもらいましょう。

接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージ6
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次のような場合、医療費の全額を本人がいった
ん支払いますが、あとで市町村窓口に申請すると、
自己負担割合（３割・２割・１割のいずれか）を
除いた金額が支給されます。
１． コルセット・関節用装具などの治療用装具を購入したとき

医師が「治療上必要がある」と認め、診断に基づいて作っ
た治療用装具が対象となります。ただし、日常生活や職業上
の必要性によるもの、美容目的によるものは対象外です。
申
請
時
に
必
要
な
も
の

①マイナ保険証又は資格確認書　　②診断書
③事業所が発行した領収書
④ 加入者の通帳（振込口座を確認できるもの（以下同様））
⑤ 加入者の印鑑（申請者と受領者が異なる場合）※認印可
⑥ 靴型装具の場合は現物の写真（実際に本人が装着している写真）

２． 旅行中の急病などでやむを得ずマイナ保険証又は資格確認
書を提示できずに診療を受けたとき
やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に支給

されます。
申
請
時
に
必
要
な
も
の

①マイナ保険証又は資格確認書
②診療報酬明細書（レセプト）
③領収書
④加入者の通帳
⑤加入者の印鑑（申請者と受領者が異なる場合）※認印可

３．海外で診療を受けたとき
日本国内の保険診療の範囲内で支給されます。

申
請
時
に
必
要
な
も
の

①マイナ保険証又は資格確認書
②診療内容明細書
③領収明細書
④「②、③」の日本語翻訳文
⑤加入者の通帳
⑥加入者の印鑑（申請者と受領者が異なる場合）※認印可
⑦パスポートなど渡航期間が確認できるもの

・ そのほか、上記の申請の際には個人番号（マイナンバー）が確認でき
る書類と本人確認ができる身元確認書類が必要です。
・ 上記の申請について、代理人の口座に振込む場合は委任状が必要で
す。代理人の印鑑（認印可）及び代理人の通帳もご用意下さい。

療養費の支給7
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以下のような給付制度があります。申請につい
ては、市町村窓口で受け付けています。

１． 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき
移送費
移動が困難な重病人が医師の指示により、一時的・

緊急的な必要性があって転院等の移送に費用がかかっ
たときは、医師の意見書及び領収書等を添えて申請
し、認められると移送費が支給されます。

２．訪問看護を受けたとき
訪問看護療養費
医師の指示で訪問看護を利用したときは、医療費の

自己負担額が１割負担・２割負担・３割負担のいずれ
かとなります。ただし、介護保険の認定を受けている
方は、原則として該当となりません。

３． 入院時に食事の差額を負担したとき
入院時食事療養費
入院中に食事療養費を多く支払ったときは、減額

認定証及び領収書等を添えて申請し、認められると
食事療養費が支給されます。

４． 差額を負担して医療を受けたとき
保険外併用療養費
先進医療等を受けたときは、一般の保険診療と共通

する部分については保険が適用されます。

５．被保険者が亡くなったとき
葬祭費
被保険者が亡くなったときは、申請により葬祭を

行った方（喪主）に５万円が支給されます。

その他の給付8
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１年に１回、無料で受診できます

●定期的に通院している方や、普段から健康で特
に自覚症状のない方も、毎年１回、健診を受け
ましょう。

●市町村からの案内に沿って受診してください。

●検査項目
・身長・体重
・血圧
・血液検査（脂質・肝機能・血糖）
・尿検査（尿糖・尿たんぱく）
・問診によるフレイルの確認

●マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ
ポータルで健診結果を閲覧できます。

健康診査を受けましょう9
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「かかりつけ医」をもつと、安心です
●日頃の健康相談や、大病院への受診など、判断
に困ったときに「どうすればよいか」を相談でき、
安心です。

●お薬のことは、かかりつけ薬局に相談しましょう。

「リフィル処方箋」は、一度の診察で、
医師の定めた期間内に最大３回まで繰り返し
使用できる処方箋です。

●症状が安定している方
●同じ薬を長期間服用している方
●医師がリフィル処方箋を使ってもよいと判断し
ている方

上手な医療のかかり方10

リフィル処方箋を利用したいときは、
かかりつけ医にご相談ください。

利用できる方
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ジェネリック医薬品やバイオシミラーを
希望するときは、医師・薬剤師にご相談ください。

●新薬の特許満了後に製造販売される、新薬と同
じ有効成分をもつ低価格の薬です。

●ジェネリック医薬品に切り替えることにより、
薬代が一定額以上安くなると見込まれる方へ
「お薬代負担軽減のご案内」をお送りしています。

●「バイオ医薬品」は、バイオテクノロジーを応用し
て作られた、タンパク質を有効成分とする医薬品
です。

●「バイオシミラー」は、「バイオ医薬品」の特許満了
後に製造販売される後続品です。

●効果や安全性はそのままで、先行品よりも価格が
抑えられています。

ジェネリック医薬品11

ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは？

バイオシミラーとは？
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交通事故や暴力等、第三者（自分以外の人）の
行為によってケガをしたり病気になった場合、本
来は加害者が医療費を負担するのが原則ですが、
市町村窓口に届出することにより、被保険者証を
使って治療を受けることができます。
● 交通事故にあったら、まずは警察に届け出ましょう。
● 被保険者証を使って治療を受けるときは、必ず市町
村窓口に届け出てください（交通事故の場合、過失
割合によらず届け出てください）。
●  自損事故や、業務中の事故で労災の該当にならない
場合も、市町村窓口に届け出てください。

　「臓器の移植に関する法律」により、移植医療に
対する理解を深めていただけるよう、すべての医
療保険の被保険者証に臓器提供に関する意思表示
欄が設けられています。
※ 意思表示欄の記入を強制するものではありません。記
入は任意です。

各種申請に個人番号（マイナンバー）が必要に
なる場合があります。
申請の際には、マイナンバーカードもしくは個

人番号がわかる書類と顔写真付きの身分証明書を
ご持参ください。

交通事故等にあったら

臓器提供の意思表示

マイナンバー

12

13

14
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医療機関・薬局の受付の際には、保険証として

マイナンバーカード
のご利用をご検討ください。

マイナンバー

ご自身で説明することが難しい状
態でも、救急隊が通院やお薬の記録
を確認でき、適切な応急処置や医療
機関への搬送につながります。

　 ○息苦しくて会話ができない（60代男性）
○自宅で夫が倒れたが、いつも飲んでいる薬がわか
らない（90代女性）

○外出先の事故でお薬手帳を持っておらず、薬の情
報が分からない（50代女性）

急病のとき、マイナ保険証が役立っています！
マイナ保険証を
救急でも！

例

マイナンバーカードには大事な情報が入っていま
すか？持ち歩くのが心配です。
マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていま
せん。マイナンバーカードがあれば、急病のときなど様々な場面
で役立つため、ぜひ、普段から持ち歩いてください。

暗証番号を忘れてしまわないか不安です。
どうしたらよいですか？
暗証番号を忘れてしまっても顔認証で受付す
ることができます。
顔認証付きカードリーダーを操作できない場
合でも、ご本人のお顔とマイナンバーカード
のお写真を医療機関等の職員が目視で確認す
ることも可能です。

●飲んでいる薬が事前にわ
かったので、 緊急手術の準
備ができました。

●正確な情報は治療に必須な
ので、 役立ちます。

病院の声
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マイナンバー

マイナンバーカードを保険証として利用する 
ための登録は、医療機関・薬局の受付（カード
リーダー）などで行うことができます。

今回は、これまで通り医療にかかることができる「資格確
認書」を、後期高齢者医療制度に加入するみなさまに、お
送りしています。
これからは、マイナ保険証か資格確認書で、医療機関等に
て受付をしてください。

マイナンバー総合 
フリーダイヤル

5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
平　日：９時30分～20時00分
土日祝：９時30分～17時30分受付時間（年末年始を除く）

0120-95-0
マ イ

17
ナン

8
バー
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給付金等の受け取りのために、ATM
での手続きをお願いすることは絶対に
ありません。
１　金融機関名や暗証番号、預金残高、家族構成
などの個人情報を教えない。

２　電話の場合はいったん電話を切り、ご家族や
お住まいの市役所・役場、消費生活センター
及び警察等に相談する。

３　自宅の電話は普段から留守番電話にしておく。

高齢者を狙った詐欺事件や
不審電話が多発しています

「 ○○役所（役場）です。
医療費の払い戻し（ほかに「保険料の払い戻し」や
「給付金の支給」など）があります。
手続きのため、キャッシュカードと携帯電話を
持って銀行やスーパー、コンビニのATMに
行ってください。この後、銀行からも電話が
いきます。」など

こんな言葉に
ご注意を！

詐欺に注意15
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市町村名 担 当 課 電話番号

青森市 国保医療年金課 017-734-1111

弘前市 国保年金課 0172-40-7046

八戸市 国保年金課 0178-43-9065

黒石市 国保年金課 0172-52-2111

五所川原市 国保年金課 0173-35-2111

十和田市 国保年金課 0176-51-6752

三沢市 国保年金課 0176-53-5111

むつ市 国保年金課 0175-22-1111

つがる市 国保年金課 0173-42-2111

平川市 税 務 課 0172-55-5328

平内町 健康増進課 017-718-0019

今別町 町民福祉課 0174-35-3003

蓬田村 住 民 課 0174-27-2112

外ヶ浜町 住 民 課 0174-31-1222

鰺ヶ沢町 ほけん福祉課 0173-72-2111

深浦町 福 祉 課 0173-74-2117

西目屋村 住 民 課 0172-85-2803

藤崎町 住 民 課 0172-88-8179

大鰐町 住民生活課 0172-55-6563

田舎館村 住 民 課 0172-58-2111

市町村名 担 当 課 電話番号

板柳町 健康推進課 0172-73-2111

鶴 田町 子ども健康課
（国保年金係） 0173-22-2111

中 泊町 町 民 課 0173-57-2111

野辺地町 町 民 課 0175-64-2111

七 戸町 町 民 課 0176-68-2112

六 戸町 町 民 課 0176-55-4612

横 浜町 町 民 課 0175-78-2111

東 北町 町 民 課 0176-56-4497

六ヶ所村 健 康 課 0175-72-8143

おいらせ町 健康保険課 0178-56-4218

大 間町 健康づくり推進課 0175-31-0350

東 通村 税 務 課 0175-33-2134

風間浦村 税務国保課 0175-35-2111

佐 井村 住民生活課 0175-38-2111

三 戸町 健康長寿課 0179-20-1153

五 戸町 住 民 課 0178-62-7959

田 子町 住 民 課 0179-20-7119

南 部町 健康こども課 0178-76-3323

階 上町 すこやか健康課 0178-88-2219

新 郷 村 住 民 課 0178-78-2111

青森県後期高齢者医療広域連合
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目４番１号 青森県共同ビル１階
TEL：017-721-3821　FAX：017-723-1401
ホームページ：http://www.aomori-kouikirengou.jp/

令和７年６月　青森県後期高齢者医療広域連合

※代表電話に繋がった場合は、担当課名をお伝えください。

お問い合わせはこちらへ16
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